
○
国
土
交
通
省
告
示
第
百
二
十
号

海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
技
術

上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
第
四
十
四
条
第
七
項
及
び
第
四
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
告
示

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及

び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う

。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
揮
発
性
物
質
放
出
防
止
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条

技
術
基
準
省
令
第
四
十
四
条
第
七
項
の
告
示
で
定
め
る
揮
発
性
物
質
放
出
防
止
設
備
の
設
置
に
関
す
る
技
術

上
の
基
準
の
細
目
は
、
揮
発
性
物
質
移
送
管
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

異
な
る
貨
物
タ
ン
ク
の
蒸
気
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
混
合
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
混
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

船
体
に
接
地
し
て
い
る
こ
と
。

三

イ
ナ
ー
ト
ガ
ス
を
貨
物
タ
ン
ク
に
供
給
す
る
た
め
の
管
を
揮
発
性
物
質
移
送
管
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
当

該
移
送
管
は
、
イ
ナ
ー
ト
ガ
ス
発
生
装
置
に
揮
発
性
物
質
の
流
入
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

通
気
装
置
の
誤
作
動
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



（
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
三
条

技
術
基
準
省
令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
の
設
置
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
の
細
目
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

燃
焼
室
内
の
酸
素
の
濃
度
が
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

燃
焼
ガ
ス
中
の
一
酸
化
炭
素
の
含
有
量
が
、
一
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当
た
り
二
百
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

燃
焼
ガ
ス
中
の
す
す
の
含
有
量
が
、
バ
カ
ラ
ッ
ク
三
度
又
は
リ
ン
ゲ
ル
マ
ン
一
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
運
転
開
始
直
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

燃
焼
後
の
残
留
物
に
含
ま
れ
る
不
燃
焼
物
の
重
量
が
、
燃
焼
前
の
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五

燃
料
及
び
ス
ラ
ッ
ジ
の
配
管
が
、
継
目
が
な
い
鋼
管
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
外
径
が
六
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
に
よ
り
圧
力
が
加
わ
る
管
で

あ
っ
て
外
径
が
三
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
は
、
ユ
ニ
オ
ン
継
手
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

六

回
転
又
は
可
動
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
、
取
扱
者
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

七

燃
焼
室
の
保
守
及
び
点
検
が
容
易
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

定
期
的
な
保
守
及
び
整
備
の
必
要
な
箇
所
に
油
等
を
受
け
る
た
め
の
受
皿
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

九

表
面
温
度
が
、
周
囲
の
温
度
よ
り
摂
氏
二
十
度
以
上
上
昇
し
な
い
よ
う
、
表
面
が
十
分
に
耐
火
物
（
燃
焼
室
の

温
度
に
当
該
温
度
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
以
上
の
温
度
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
）
又
は
冷
却

装
置
で
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
面
温
度
が
摂
氏
六
十
度
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
接
接
触

し
な
い
よ
う
に
保
護
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十

固
体
の
廃
棄
物
を
投
入
す
る
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
の
投
入
口
は
、
二
重
扉
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
バ
ッ

ク
フ
ァ
イ
ヤ
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
又
は
地
方
運
輸
局
長
が
投
入
口
の
構
造
等
を
考
慮
し
て
承
認
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



十
一

燃
焼
中
又
は
燃
焼
室
内
の
温
度
が
摂
氏
二
百
二
十
度
以
上
で
あ
る
間
、
焼
却
灰
取
出
口
が
開
か
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
二

燃
焼
室
排
気
口
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
場
所
に
お
け
る
燃
焼
ガ
ス
温
度
が
摂
氏
三
百
五
十
度
以
下
と

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
三

燃
焼
ガ
ス
の
熱
を
利
用
し
た
熱
回
収
装
置
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ

煙
道
の
内
部
の
管
装
置
は
、
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
が
稼
動
し
て
い
る
間
、
乾
燥
し
た
状
態
が
保
た
れ
る

こ
と
。

ロ

管
装
置
へ
の
水
の
供
給
が
遮
断
さ
れ
た
場
合
に
、
可
視
可
聴
の
警
報
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ハ

煙
道
の
内
部
の
管
装
置
の
表
面
を
洗
浄
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
四

船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
及
び
当
該
設
備
か
ら
離
れ
た
場
所
に
電
気
の
供
給
が
停
止
で
き
る
非
常
停
止
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
五

燃
焼
ガ
ス
用
送
風
機
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
以
外
の
装
置
を
操
作
す
る
こ

と
に
よ
り
当
該
送
風
機
を
再
始
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六

年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



○
国
土
交
通
省
告
示
第
百
二
十
一
号

海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
検
査
等
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
の
二
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備

等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則
第
一
条
の
二

第
三
号
の
用
途
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
検
査
等

に
関
す
る
規
則
第
一
条
の
二
第
三
号
の
用
途
を
定
め
る
告
示

海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
検
査
等
に
関

す
る
規
則
第
一
条
の
二
第
三
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
用
途
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

海
上
自
衛
隊
（
防
衛
大
学
校
を
含
む
。
）
の
使
用
す
る
船
舶
へ
の
設
置

二

災
害
発
生
時
の
み
の
使
用

三

救
命
艇
（
船
舶
救
命
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
イ
の
救
命
艇
を
い
う

。
）
等
の
災
害
発
生
時
に
の
み
使
用
す
る
船
舶
へ
の
設
置

四

海
底
及
び
そ
の
下
に
お
け
る
鉱
物
資
源
の
掘
採
時
の
み
の
使
用

五

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
六
条
第
二
項
の
瀬
戸
内
海
機
船
船
び
き
網
漁
業
に

用
い
ら
れ
る
船
舶
へ
の
設
置

附

則

こ
の
告
示
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律

第
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


